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小矢部市新学校給食センター整備手法・概算整備費についての検討支援業務 仕様書 

 

第１ 総則 

 

 １ 業務名 

   小矢部市新学校給食センター整備手法・概算整備費についての検討支援業務 

 

 ２ 業務目的 

本市の学校給食は、昭和 52 年建設の学校給食センターにおいて、小中学校９校へ

給食を提供しているが、供用開始後 44年が経過し、施設・設備の老朽化による調理

機器等の故障やその修理にかかる修繕費が、年々増加しており、機能の停止が懸念さ

れる状況にあることから、その早期の更新が必要となっている。 

このような状況の中、今日において求められる給食施設のあり方について令和２

年度に作成した「新学校給食センター整備基本構想」を基に、より具体的な検討を進

め、早期の対応実施を目指す。 

 

 ３ 適用 

   本仕様書（以下「仕様書」という。）は、本業務に適用するもので、業務の履行に当

然必要でありながら明記されていない事項がある場合は、発注者と協議のうえ履行す

るものとする。 

 

 ４ 業務期間 

   契約締結日から令和３年 12月 10 日まで 

 

 ５ 業務の実施 

（１） 現在の学校給食センターの現状、発注者の財政事情、諸調査を踏まえ、発注者の

担当職員と十分協議を行い、実現性と市場性の高い内容とすること。 

（２） 受注者は、業務の実施にあたって、関係法令及び条例を遵守するとともに、発注

者と常に密接な連絡を取り、その指示に従うこと。 

（３） 受注者は、業務の実施にあたり、発注者に業務計画書を提出すること。 

（４） 技術管理者と発注者の担当者は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の

疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が打合せ記録簿に

記録し、相互に確認すること。 

（５） 受注者は、本業務を遂行するにあたって、発注者の意図及び目的を十分理解した

上で、経験豊富かつ業務内容に精通した者を定め、また、適正な人員を配置し、

正確丁寧にこれを行うこと。 



（６） 受注者は、技術的な中立性を保ちつつ、常に発注者の側に立ち、発注者の利益を

守ることを最大の任務として本業務を実施するとともに、発注者との信頼関係を

徹底すること。 

（７） 受注者は、業務の進捗状況を発注者に定期的に報告を行うこと。 

（８） 協議内容については、受注者側で打合せ記録簿を簡潔に作成すること。 

（９） 受注者は、協議に用いた資料について、発注者に速やかにデータ送付を行うこと。 

（10） 本業務の一部を再委託する場合は、予め発注者の承諾を得ること。 

     ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、資料整理など簡易な業務の再委託にあ

たっては、承諾を必要としない。 

（10） 受注者は、本事業全般に関わる発注者の業務支援者として、発注者の指示に基づ  

き、本事業に関わる関係者との協議事項や質疑が行われた場合には、発注者に代

わるものとして対応すること。この際、発注者は関係者に対し、受注者が発注者

の業務支援者であること及びその役割を明らかにする。受注者は、発注者の業務

支援者として公正で中立的な立場を厳に保持するものとすること。 

 （12） 本業務の実施により知り得た各種情報については、その取扱いを厳重に行い、第

三者に漏洩することのないようにすること。 

 （13） 業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。 

 

第２ 業務内容 

 

 １ 基本構想を踏まえた新施設（改築）整備手法の検討に加え、現在の施設における改修

（大規模改修）や既存敷地における改築、その他（規模縮小、自校式等）方法について

も先進事例を参考に調査並びに検討を行うとともに、概算整備費等の調査を行う。 

   また、整備手法及び概算整備費等の調査検討に基づき、事業手法の比較検討も行う。 

 

（１）適切な食数について 

・児童・生徒数等の推計に基づき、適切な設備規模を検討する。 

 

（２）施設の整備方法・概算整備費について 

①現施設の改修等による対応の検討 

②現敷地内での新築による対応の検討 

③別敷地での新築による対応の検討 

④自校式による対応の検討 

    ・自校式での概算整備費及び概算運営費を算出する。 

 

（３）民間事業者への委託について 



・全面委託及び一部委託について、引き受け民間事業者の調査実施及びそのメリッ

ト・デメリットを整理する。 

 

（４）事業手法の検討 

・従来方式及び各種ＰＦＩ方式について、それぞれの手法を用いた場合の概算整備

費、委託範囲、ＶＦＭ及び整備スケジュール等の比較検討を行う。 

 

 

 

第３ その他 

 

 １ 成果物 

（１） 全般 

   ア 報告書（Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本）  １０部 

   イ 報告書概要版（同上：報告書を要約したもの）     １０部 

   ウ 各種資料・図面等〈電子データ、紙ベース〉       一式 

 



位 置 図
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